
長 野 市 1 1
個人情報保護条例第
９条２項第４号

1 生活部長 1 4,018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
返却後市民課で廃
棄

松 本 市 1 1 1 1 市長 1 2,000 1 1 1 1 1
世帯主、続
柄、町会名、
郵便番号

1 1 1 1 1 1

上 田 市 1 1 1
上田市個人情報保護
条例第9条第1項第2
号及び同条第2項

1 1 助役 1 2,021 1 1 1 1 1 自治会名 1 1 1 1 1

使用後返還及び対
象者に対しては、そ
の基本的人権を尊
重し、一切迷惑をか
けないこと。

岡 谷 市 1 1 1
岡谷市個人情報保護
条例第１２条

1 1 市民課長 1 2,729 1 1 1 1 郵便番号 1

郵便番号は個人情報に
該当しないと判断。他
の情報は、自衛官募集
事務処理要領の範囲で
あり、提供してよいと判
断

1 1

飯 田 市 1 1 0

諏 訪 市 1 1 0

須 坂 市 1 1 1 1
須坂市個人情報保護
条例第10条第5号

1 1 市民課長 1 899 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

小 諸 市 1 1 1 1 1 助役 1 763 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1 1 1 1

伊 那 市 1 1 1 1 1,077 1 1 1 1 1 行政区 1
行政区を住所の一部と
して考えため

1 1 1

駒ケ根市 1 1 1 1 1 庶務課長 1 501 1 1 1 1 1 1 1

中 野 市 1 1 1 市民課長 1 784 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1

大 町 市 1 1 1
大町市個人情報保護
条例第9条第2項第2
号

1 1
自衛隊法第97条、自
衛隊法施行令第119
条に基づいて提供

1 庶務課長 1 279 1 1 1 1 1 1

飯 山 市 1 1 1 市民課長 1 349 1 1 1 1 1
行政区、隣
組

1 行政区名 1 1

茅 野 市 1 1 1 市民課長 1 6,567 1 1 1 1 1 1 1 閲覧 1 1
目的外利用、外部提
供の禁止について
口頭で指示

塩 尻 市 1 1 1
塩尻市個人情報保護
条例第10条第1項第2
号

1 1 市民課長 1 620 1 1 1 1 1
世帯主・行
政組番号

1 1 1

更 埴 市 1 1 1 総務課長 1 600 1 1 1 1 1 1 1

佐 久 市 1 1 1 庶務課長 1 1,183 1 1 1 1 1 世帯主 1 1

事務処理要領中、職業
については、不適当と
判断し名簿に記入して
いない。

1 1 1 1

臼 田 町 1 1 1 1 1 1 町民課長 1 356 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1

募集案内を送付すると
聞いていたので世帯主
が記されていた方がよ
いと判断したことと毎年
同じ形で提供していた
のでその例に倣った。

1 1

佐 久 町 1 1 1 1 総務課長 1 268 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1
世帯主･続柄を提供（平
成13年度までそのよう
に依頼あり）

1 1

小 海 町 1 1 1 1 1 66 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

川 上 村 1 1 1 総務課長 1 2 1 1 1 1 1 1 1

南 牧 村 1 1 1 1 1 65 1 1 1 1 1 1 1
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提

供

情

報

の

件

数

氏

名

生

年

月

日

性

別

住

所

そ

の

他

そ

の

他

の

内

容
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�
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�
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�
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�
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�
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�

�
�
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�
�

�
�

�
�

�
�

�

南相木村 1 1 1 1 1 住民課長 1 20 1 1 1 1 1 1 1

北相木村 1 1 1 1 村長 1 17 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

八千穂村 1 1 1 住民課長 1 112 1 1 1 1 1 1 1 1

軽井沢町 1 1 1 1 1 総務課長 1 294 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

望 月 町 1 1 1 1 1 総務課長 1 123 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

御代田町 1 1 1 1
提供依頼文書に基づ
く

1

依頼文書を課長まで

回覧し担当者が作成

し提供

1 239 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1

自衛隊募集事務処理
要領の規定及び住民リ
ストで作成すると世帯
主・続柄が打ち出され
そのまま提供。

1 1

立 科 町 1 1 1 町民課長 1 166 1 1 1 1 1 1 1

浅 科 村 1 1 1 1 村長 1 124 1 1 1 1 1 1 1

北御牧村 1 1 1 住民課長 1 114 1 1 1 1 1 1 1

丸 子 町 1 1 1 町長 1 441 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

長 門 町 1 1 1 1 1 町長 1 78 1 1 1 1 1
世帯主・行
政区

1 慣 例 に よ る 1 1 1

東 部 町 1 1 1
東部町個人情報保護
条例第11条第1項第1
号

1 1 総務課長 1 475 1 1 1 1 1 1 1

真 田 町 1 1 1
町民税務

課長
1 230 1 1 1 1 1 1 1

武 石 村 1 1 1 村長 1 43 1 1 1 1 1 世帯主 1
自衛隊依頼文書・自
衛隊募集事務処理要
領に基づいて決定

1 1 1 1
送付分に取り扱いに
ついて細心注意と記
載

和 田 村 1 1
和田村個人情報保護
条例第9条第1項第2
号

1 1 村長 1 44 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

青 木 村 1 1 1 1 1 誓約書の提出依頼 1 村長 1 86 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

下諏訪町 1 1 1 総務課長 1 1,105 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

富士見町 1 1 0

原 村 1 1 1 1 住民課長 1 305 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

高 遠 町 1 1 1 1
高遠町個人情報保護
条例第13条第1項2号

1 1 町長 1 89 1 1 1 1 1 1 1 1

辰 野 町 1 1 0

箕 輪 町 1 1
蓑輪町個人情報保護
条例

1 1
台帳管理

課長
1 436 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

飯 島 町 1 1 1 1

総務課

長・住民

税課長

1 105 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

南箕輪村 1 1 1
南箕輪村個人情報保
護条例第9条第1項第
2号

1 助役 1 210 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1 1

中 川 村 1 1 1 1 1 総務課長 1 111 1 1 1 1 1 1 1

長 谷 村 1 1 1 住民課長 1 37 1 1 1 1 1 1 1
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そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
ま

た

は

第

十

二

条

自

衛

隊

法

施

行

令

第

百

二

十

条

そ

の

他

どのよ う な手続き を経て名簿を提供したか

決

裁

を

経

て

提

供

（

決

裁

権

者

の

役

名

）

審

議

会

等

で

審

議

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

担

当

者

の

判

断

平成１４年度名
簿提供について

提

出

の

要

請

無

し

法

律

上

の

根

拠

規

定

無

し

個
人
情
報
保
護
条
例
で
規
定
す
る
例

外

に

該

当

せ

ず

提

供

し

た

閲

覧

の

み

提

供

・

閲

覧

共

無

し

【 情 報 提 供 を し な か っ た
自 治 体 の み 】
提 供 し な い 判 断 理 由

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
第
４
条

慣

例

的

に

提

供

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 情 報 提 供 し た 自 治 体 の み 】
名 簿 の 提 供 の 根 拠

市
町
村
個
人
情
報
保
護
条
例
の

目

的

外

利

用

の

規

定

提供した情報は

氏名、生年月日、

性別及び住所の

四種類のみか

四

種

類

の

み

そ

れ

以

外

の

情

報

も

提

供

不

明

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 ４ 情 報 のみ提供 し た自治 体 】
提供した情報の範囲の決定について

住
民
基
本
台
帳
法
で
判
断

４

情

報

だ

け

で

目

的

を

果

た

せ

る

か

判

断

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

提 供 方 法

提供に際
して利用
制限等の
指 示

明

記

し

た

明

記

せ

ず

紙

e

メ

ー

ル

Ｆ

Ｄ

・

Ｃ

Ｄ

保

存

方

法

の

適

正

市
町
村
名

保

存

期

間

（

年

）

廃

棄

目

的

外

利

用

の

禁

止

外

部

提

供

の

禁

止

【 明 記 し た 自 治 体 の み 】
ど の よ う な 利 用 制 限 を 明 記 し た か

【４情報以外の情報を提供した自治体】
提供した情報の範囲の決定について

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
で
判
断

組

織

内

部

で

判

断

提供した情報に含まれる事項

根

拠

と

し

た

条

例

の

名

称

と

該

当

条

項

提

供

情

報

の

件

数

氏

名

生

年

月

日

性

別

住

所

そ

の

他

そ

の

他

の

内

容
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�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

宮 田 村 1 1 1 1 助役 1 80 1 1 1 1 1 1 1

松 川 町 1 1 0

高 森 町 1 1 0

阿 南 町 1 1 0

清内路村 1 1 1 1 民生課長 1 38 1 1 1 1 1 1 1

阿 智 村 1 1 1 1 民生課長 1 323 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

浪 合 村 1 1 1 1 総務課長 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1

平 谷 村 1 1 0

根 羽 村 1 1 0

下 條 村 1 1 0

売 木 村 1 1 0

天 龍 村 1 1 0

泰 阜 村 1 1 1 総務課長 1 133 1 1 1 1 1 1 1 1 1

喬 木 村 1 1 0

豊 丘 村 1 1 0

大 鹿 村 1 1 0

上 村 1 1 0

南信濃村 1 1 0

木曽福島
町

1 1 1 1 1 総務課長 1 66 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

上 松 町 1 1 1 1 町長 1 72 1 1 1 1 1 1 1

南木曽町 1 1 1 1 総務課長 1 51 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1

楢 川 村 1 1 1 1 村長 1 24 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

木 祖 村 1 1 1 1 56 1 1 1 1 1 1 1

日 義 村 1 1 1 1 1 住民課長 1 23 1 1 1 1 1
世帯主・行
政区

1 1 1

開 田 村 1 1 1 1 総務課長 1 16 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

三 岳 村 1 1 0

王 滝 村 1 1 1 1 住民課長 1 17 1 1 1 1 1 1

大 桑 村 1 1 1 1 総務課長 1 46 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1
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そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
ま

た

は

第

十

二

条

自

衛

隊

法

施

行

令

第

百

二

十

条

そ

の

他

どのよ う な手続き を経て名簿を提供したか

決

裁

を

経

て

提

供

（

決

裁

権

者

の

役

名

）

審

議

会

等

で

審

議

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

担

当

者

の

判

断

平成１４年度名
簿提供について

提

出

の

要

請

無

し

法

律

上

の

根

拠

規

定

無

し

個
人
情
報
保
護
条
例
で
規
定
す
る
例

外

に

該

当

せ

ず

提

供

し

た

閲

覧

の

み

提

供

・

閲

覧

共

無

し

【 情 報 提 供 を し な か っ た
自 治 体 の み 】
提 供 し な い 判 断 理 由

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
第
４
条

慣

例

的

に

提

供

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 情 報 提 供 し た 自 治 体 の み 】
名 簿 の 提 供 の 根 拠

市
町
村
個
人
情
報
保
護
条
例
の

目

的

外

利

用

の

規

定

提供した情報は

氏名、生年月日、

性別及び住所の

四種類のみか

四

種

類

の

み

そ

れ

以

外

の

情

報

も

提

供

不

明

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 ４ 情 報 のみ提供 し た自治 体 】
提供した情報の範囲の決定について

住
民
基
本
台
帳
法
で
判
断

４

情

報

だ

け

で

目

的

を

果

た

せ

る

か

判

断

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

提 供 方 法

提供に際
して利用
制限等の
指 示

明

記

し

た

明

記

せ

ず

紙

e

メ

ー

ル

Ｆ

Ｄ

・

Ｃ

Ｄ

保

存

方

法

の

適

正

市
町
村
名

保

存

期

間

（

年

）

廃

棄

目

的

外

利

用

の

禁

止

外

部

提

供

の

禁

止

【 明 記 し た 自 治 体 の み 】
ど の よ う な 利 用 制 限 を 明 記 し た か

【４情報以外の情報を提供した自治体】
提供した情報の範囲の決定について

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
で
判
断

組

織

内

部

で

判

断

提供した情報に含まれる事項

根

拠

と

し

た

条

例

の

名

称

と

該

当

条

項

提

供

情

報

の

件

数

氏

名

生

年

月

日

性

別

住

所

そ

の

他

そ

の

他

の

内

容
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�
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�

山 口 村 1 1 1 例年の慣例により 1 16 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1
以前から提供していた
項目

1 1

明 科 町 1 1 0

波 田 町 1 1 0

四 賀 村 1 1 1 1 1 62 1 1 1 1 1 1 1

本 城 村 1 1 1 教育長 1 15 1 1 1 1 1 1

坂 北 村 1 1 1 1 1 総務課長 1 20 1 1 1 1 1 1

麻 績 村 1 1 1 1
麻績村個人情報保護
条例第10条第2項1号

1 1 総務課長 1 34 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1

坂 井 村 1 1 1 1 村長 1 10 1 1 1 1 1 1 1

生 坂 村 1 1 1 1 住民課長 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1

山 形 村 1 1 1 1 92 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1

朝 日 村 1 1 1 総務課長 1 61 1 1 1 1 1 1

豊 科 町 1 1 0

穂 高 町 1 1 1 0

奈 川 村 1 1 1 1 1 住民課長 1 11 1 1 1 1 1 1 1

安 曇 村 1 1 1 総務課長 1 24 1 1 1 1 1 1 1

梓 川 村 1 1 1 1 総務課長 1 115 1 1 1 1 1 1 1

三 郷 村 1 1 1 1 総務課長 1 207 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1 使用後返還

堀 金 村 1 1 0

池 田 町 1 1 1 1 1 129 1 1 1 1 1 1 1

松 川 村 1 1 1 村長 1 94 1 1 1 1 1 1 1

八 坂 村 1 1 0

美 麻 村 1 1 0

白 馬 村 1 1 1

平成13年度は長野県
全市町村で適格者名
簿の提供があったた
め

1 総務課長 1 116 1 1 1 1 1 1 1

小 谷 村 1 1
名簿を作成
したが受け
取りに来ず

0

上山田町 1 1 1 1 住民課長 1 113 1 1 1 1 1 1 1

大 岡 村 1 1 1 総務課長 1 25 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1

坂 城 町 1 1 1 1 総務課長 1 193 1 1 1 1 1 1 1
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そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
ま

た

は

第

十

二

条

自

衛

隊

法

施

行

令

第

百

二

十

条

そ

の

他

どのよ う な手続き を経て名簿を提供したか

決

裁

を

経

て

提

供

（

決

裁

権

者

の

役

名

）

審

議

会

等

で

審

議

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

担

当

者

の

判

断

平成１４年度名
簿提供について

提

出

の

要

請

無

し

法

律

上

の

根

拠

規

定

無

し

個
人
情
報
保
護
条
例
で
規
定
す
る
例

外

に

該

当

せ

ず

提

供

し

た

閲

覧

の

み

提

供

・

閲

覧

共

無

し

【 情 報 提 供 を し な か っ た
自 治 体 の み 】
提 供 し な い 判 断 理 由

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
第
４
条

慣

例

的

に

提

供

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 情 報 提 供 し た 自 治 体 の み 】
名 簿 の 提 供 の 根 拠

市
町
村
個
人
情
報
保
護
条
例
の

目

的

外

利

用

の

規

定

提供した情報は

氏名、生年月日、

性別及び住所の

四種類のみか

四

種

類

の

み

そ

れ

以

外

の

情

報

も

提

供

不

明

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

【 ４ 情 報 のみ提供 し た自治 体 】
提供した情報の範囲の決定について

住
民
基
本
台
帳
法
で
判
断

４

情

報

だ

け

で

目

的

を

果

た

せ

る

か

判

断

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

そ
の
他
　

（
具
体
的
に
記
載

）

提 供 方 法

提供に際
して利用
制限等の
指 示

明

記

し

た

明

記

せ

ず

紙

e

メ

ー

ル

Ｆ

Ｄ

・

Ｃ

Ｄ

保

存

方

法

の

適

正

市
町
村
名

保

存

期

間

（

年

）

廃

棄

目

的

外

利

用

の

禁

止

外

部

提

供

の

禁

止

【 明 記 し た 自 治 体 の み 】
ど の よ う な 利 用 制 限 を 明 記 し た か

【４情報以外の情報を提供した自治体】
提供した情報の範囲の決定について

長
野
県

「
自
衛
官
募
集
事
務
処

理
要
領

」
で
判
断

組

織

内

部

で

判

断

提供した情報に含まれる事項

根

拠

と

し

た

条

例

の

名

称

と

該

当

条

項

提

供

情

報

の

件

数

氏

名

生

年

月

日

性

別

住

所

そ

の

他

そ

の

他

の

内

容
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�
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�

�
�

�

戸 倉 町 1 1 1 総務課長 1 200 1 1 1 1 1 1 1

小布施町 1 1 1
総務課
長・住民
生活課長

1 232 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

高 山 村 1 1 1 1 1 総務課長 1 159 1 1 1 1 1 保護者名 1 1 1

山 ノ 内町 1 1 1
町民課
長･総務
課長

1 261 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1

木島平村 1 1 1 1 総務課長 1 107 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

野沢温泉
村

1 1 1 総務課長 1 85 1 1 1 1 1
世帯主・行
政区・続柄

1
内部資料として別様式
があり、それを利用し提
供した。

1 1

信州新町 1 1 1 1 1 総務課長 1
近隣市町村の対応を
聞いて参考

1 90 1 1 1 1 1 1 1 1
取り扱い注意の旨明
記

豊 野 町 1 1 1 1 1 1 総務課長 1 145 1 1 1 1 1 1 1 1

信 濃 町 1 1 1
総務課
長･住民
環境課長

1 181 1 1 1 1 1
世帯主・行
政区

1 1 1

牟 礼 村 1 1 1
牟礼村個人情報保護
条例第11条第1項

1 1 村長 1 148 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1 1
取り扱いに十分注意
するよう明記

三 水 村 1 1 1 1 自衛隊法第97条 1 村長 1 106 1 1 1 1 1 世帯主 1 1 1

戸 隠 村 1 1
戸隠村個人情報保護
条例

1 住民課長 1 40 1 1 1 1 1 保護者名 1 1 1

鬼無里村 1 1 1
鬼無里村個人情報保
護条例第11条

1 1 村長 1 24 1 1 1 1 1 1 1

小 川 村 1 1 0

中 条 村 1 1 1 1 村長 1 40 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1 1 1 1

豊 田 村 1 1 1 総務課長 1 64 1 1 1 1 1
世帯主・行
政区・続柄

1 1 1

栄 村 1 1 1

総務課

長･住民

課長

1 33 1 1 1 1 1
世帯主・続
柄

1 1 1

合 計 93 5 22 17 5 5 1 29 58 15 62 19 5 84 0 7 3 43 50 0 34,407 93 91 89 93 50 24 22 2 38 5 9 92 0 0 1 19 74 4 13 6 1 1 6 7
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